
　町では 65 歳以上の方を対象に、肺炎球菌の予防接種費用を一部助成しています。
　助成の内容および町委託医療機関は次のとおりです。接種を希望される方は、各医療機関の窓
口にある予診票をご記入の上、接種を受けてください。
　なお、この予防接種は「任意接種」となりますので、医師からの説明を十分聞き、理解した上で
個人の判断により接種を受けてください。

■助成対象者
接種日において 65 歳以上の方で、本人の接種意思が確認できる方
（過去 5年以内に肺炎球菌の予防接種を受けた方を除く。）

■助成金額
2,000 円（医療機関が定める接種費用から、2,000 円を差し引いた金額を医療機関に
　　　　 支払ってください。）
※生活保護世帯も同様です。接種費用は医療機関により異なります。

■予防接種を受けることができない方

町委託医療機関

❶過去 5年以内に肺炎球菌の予防接種を受けた方
❷放射線、免疫抑制剤などで治療中の方
❸発熱している方
❹重篤な急性疾患にかかっている方
❺肺炎球菌ワクチンの成分によってアナフィラキシー
　（全身性のアレルギー反応）を起こしたことがある方

※接種日時、予約方法については、各医療機関に直接お問い合わせください。
　町委託医療機関以外で接種した場合は、助成対象となりませんので、ご注意ください。

　町では機構改革により、４月１日からコミュニティプラザにあります教育課を、学校教育課と生涯学
習課に分けて、住民サービスの充実を目指した事務事業の再編を行いました。

●多古中央病院（☎76-2211）	 	 	 ●大木内科医院（☎76-2904）
●さとうメディカルオフィス（☎76-2039）	 ●石橋内科医院（☎76-2767）
●前田医院（☎76-5977）	 	 	 	 ●箱崎整形外科医院（☎76-2058）

65歳
以上の方

肺炎球菌の予防接種費用を
一部助成しています！

お問い合わせ●生活環境課環境係　☎ 76-5406

2月の町内放射線量（地上１メートル）は目標値（毎時0.23マイクロシーベルト）未満です
　町では毎月１回、小中学校・幼稚園・保育所・公園など計33カ所で空間放射線量の測定を行っています。
　文部科学省によると、屋外で3.8マイクロシーベルト/時を超えない学校は、校舎・校庭などを平常通り利用しても差し支えないと判断しています。
　測定結果は町ホームページでも公表しています。

お問い合わせ●保健福祉課健康福祉係　☎76-3185

4 月から町の組織が一部変わります！

3月 31日まで 4月 1日以降

教
育
課

庶務係
学校教育係
社会教育係
社会体育係
文化係

学
校
教
育
課

庶務係
学校教育係

生
涯
学
習
課

社会教育係
社会体育係
文化係

測定地点

測定値
（マイクロシーベルト

／時） 測定日
（天候）

地面の
形状地上

1cm
地上

50cm
地上

100cm

常磐小学校 0.11 0.10 0.09 17 日（晴れ） 土

東保育所 0.06 0.07 0.08 17 日（晴れ） 砂

旧久賀小学校 0.12 0.11 0.10 17 日（晴れ） 土

本三倉青年館 0.14 0.11 0.11 17 日（晴れ） アスファルト

コミュニティプラザ前みどりの広場 0.11 0.11 0.10 16 日（曇り） 雑草

あじさい公園（藤棚前） 0.11 0.11 0.10 16 日（曇り） 芝生

県立多古高等学校テニスコート 0.12 0.09 0.08 16 日（曇り） 土

多古中央病院（敷地内歩道） 0.13 0.12 0.11 16 日（曇り）コンクリート

多古町役場 0.16 0.14 0.13 16 日（曇り） アスファルト

多古幼稚園 0.09 0.09 0.09 20 日（晴れ） 土

中央保育所 0.09 0.09 0.10 20 日（晴れ） 土

北保育所 0.12 0.11 0.11 17 日（晴れ） 土

久賀幼稚園 0.19 0.15 0.13 17 日（晴れ） 土

西古内グラウンド 0.20 0.16 0.15 17 日（晴れ） 芝生

中幼稚園 0.07 0.07 0.07 20 日（晴れ） 土

常磐幼稚園 0.09 0.09 0.09 17 日（晴れ） 土
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測定値
（マイクロシーベルト

／時） 測定日
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地上
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地上
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多古中学校 0.09 0.08 0.08 16 日（曇り） 土

多古第一小学校 0.10 0.09 0.09 16 日（曇り） 土

島ライスセンター前公園 0.07 0.08 0.08 20 日（晴れ） 砂利

町民牛尾グラウンド 0.11 0.09 0.09 20 日（晴れ） 土

水戸第２公園 0.12 0.11 0.10 20 日（晴れ） 芝生

喜多第２共同利用施設 0.14 0.13 0.13 16 日（曇り） 砂利

多古第二小学校 0.08 0.08 0.09 16 日（曇り） 土

旧多古町公民館五辻分館 0.17 0.15 0.14 16 日（曇り） 砂利

一鍬田星宮神社 0.17 0.12 0.11 16 日（曇り） 土

御料地青年館 0.12 0.11 0.10 16 日（曇り） アスファルト

旧十余三小学校 0.19 0.15 0.14 16 日（曇り） 芝生

久賀小学校 0.13 0.16 0.15 17 日（晴れ） 土

高津原青年館 0.18 0.14 0.12 17 日（晴れ） 芝生

井戸山区民館 0.12 0.11 0.11 17 日（晴れ） 砂利

神行集会所 0.11 0.10 0.10 20 日（晴れ） 砂利

中村小学校 0.11 0.11 0.10 20 日（晴れ） 芝生

坂区民館 0.12 0.10 0.10 17 日（晴れ） アスファルト

お問い合わせ●国民健康保険・後期高齢者医療保険➡住民課国保年金係　☎ 76-5405
　　　　　　　その他の健康保険➡ご加入の健康保険組合等の担当者にご確認ください

　高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療

機関等での支払いが一定の金額にとどめられます。 

　これまで高額な外来診療を受けたときは、いったんその額をお支払いいただき、後で医療保険

者から高額療養費としてお返ししていましたが、4月 1日からは医療機関等に限度額適用認定証

等を提示すれば、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看

護事業者についても同様の取り扱いを受けることができるようになります。 

　限度額適用認定証は、加入する医療保険者へ事前に申請し、交付を受ける必要があります。申

請方法、自己負担限度額等、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。 

高額な外来診療受診者 手続き 医療機関など

● 70 歳未満の方
● 70 歳以上の町県民税非課税世 
　帯等の方

加入する健康保険組合などに
「認定証」（限度額適用認定証）
の交付を申請

「認定証」（限度額適用認定証）
を窓口に提示

● 70 歳以上 75 歳未満で、町県民 
　税非課税世帯等ではない方

必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示

● 75 歳以上で、町県民税非課税 
　世帯等ではない方

必要ありません
「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示

４月１日から

外来診療も限度額適用認定証等を提示すると
窓口負担が一定の限度にとどめられます
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